
創業のきっかけ
　以前、熊本から久留米まで高速バスで通勤している
とき、広川インターチェンジ停留所で降りてみました。
広川町を散策し、とても素晴らしく活気がある町だと
感じながら過ごしていました。いずれは、開業してみ
たいと思っているときに広川町商工会主催の創業塾が
あると知り、迷わず応募したところからすべてが始ま
りました。

創業塾で学んだこと・創業補助金の活用
　中小企業診断士の穴井さんによる「超わかりやす
い講義」が印象的でした。創業計画書の作成方法、
SWOT分析という事業戦略の立て方、税に関する基礎
知識、金融機関から融資を受ける手順の説明など、起
業のために必要な知識がすべて詰まっていました。そし
て何より、自分と同じように起業を志している受講生の
皆さんの熱量を感じ、「自分も負けていられない」と一
念発起して広川町での起業に至りました。

今後の展望
　車庫証明や自動車登録、出張封印、緊急自動車指定
申請、回送運行許可申請など、自動車業務を中心に活
動しています。今後は成年後見関連の分野でも活躍し
たいと考えています。それに先立って、コスモス成年後
見サポートセンターの会員としての登録も終えたところ
です。

あなたの

声
を届けてください！

　広報紙を読んだ感想や今
後取り上げてほしい記事、
広川町への思い、町に対す
る質問・意見・提案などを
お送りください。イラスト
や写真も大歓迎です。

問自治防災課自治振興係
☎ 0943-32-1807

八女局承認

455

料金受取人払郵便

差出有効期限
令和 8 年 7 月
24日（切手不要）

郵便はがき

〒 834-8790
＜受取人＞
日本郵便株式会社
広川郵便局私書箱第 3号

広川町長 　行

今月号の良かった記事とその理由を教えてください

担当課からの回答を希望するか、希
望しないか、以下のいずれかを○で囲んで
ください

希望する　・　希望しない

名前（回答を希望する場合は　　　）
フリガナ

住所（回答を希望する場合は　　　）
〒　　　-　　　　

電話番号（回答を希望する場合は　　　）

（　　　　　）　　　-　　　　　

年齢

性別

必須

必須

必須

必須

任意

奥村行政書士事務所

広川町大字日吉 1164-6�産業展示会館 2階
☎�080-3905-9369［受け付け、9:00 ～ 18:00］
設立 /令和 7年 4月
事業内容 /����行政書士

代表：奥村康弘

広川町・創業支援事業者の紹介�������　　　　　　　　　　　　　　［支援機関：広川町商工会］

車庫証明や自動
車登録など、お
気軽にご相談く
ださい。
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人権問題を考える

基本的人権の尊重
～ 5月3日は憲法記念日 ～

問生涯学習課人権・同和教育係　☎ 0943-32-0093

日
本
国
憲
法
の
三
原
則

　
戦
争
の
惨
禍
を
反
省
し
、
す
べ

て
の
人
が
人
権
を
享
受
で
き
る
豊

か
な
社
会
を
目
指
し
、
日
本
国
憲

法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
21

年
11
月
3
日
に
公
布
、
翌
年
5
月

3
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

11
月
3
日
は
﹁
文
化
の
日
﹂、
5

月
3
日
は
﹁
憲
法
記
念
日
﹂
と
し

て
、
国
民
の
祝
日
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　
日
本
国
憲
法
は
、
前
文
と
11
の

章
、
全
1
0
3
条
で
構
成
さ
れ

て
お
り
、
国
の
最
高
法
規
と
し
て
、

﹁
国
民
主
権
﹂﹁
平
和
主
義
﹂﹁
基

本
的
人
権
の
尊
重
﹂
の
三
原
則
を

基
本
理
念
と
し
て
い
ま
す
。

〈
国
民
主
権
〉

　
国
の
政
治
の
あ
り
方
を
決
め
る

最
終
的
な
権
限
が
国
民
に
あ
る
と

い
う
原
則
で
す
。

〈
平
和
主
義
〉

　
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と

し
て
戦
争
や
武
力
行
使
を
放
棄
し
、

軍
隊
を
持
た
な
い
こ
と
を
定
め
た

原
則
で
す
。

〈
基
本
的
人
権
の
尊
重
〉

　
国
民
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ

権
利
を
尊
重
す
る
原
則
で
す
。

世
界
で
見
る
人
権
の
歴
史

　
長
い
歴
史
の
中
で
確
立
さ
れ
て

き
た
の
が
、﹁
人
権
﹂
と
い
う
考

え
方
で
す
。

1
2
1
5
年
、
イ
ギ
リ
ス
で

国
王
の
権
限
を
制
限
す
る
憲
章

﹁
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
﹂
が
制
定
さ

れ
、
国
王
が
議
会
の
承
認
な
く
課

税
し
た
り
、
国
民
の
身
体
の
自
由

を
奪
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
よ
う
、
法
に
よ
る
支
配
が
確
立

さ
れ
ま
し
た
。

1
7
7
6
年
の
ア
メ
リ
カ
独

立
宣
言
で
は
、﹁
人
は
み
な
平
等

で
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
が

与
え
ら
れ
て
い
る
﹂
こ
と
が
明
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

1
7
8
9
年
の
フ
ラ
ン
ス
で

は
、﹁
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
自

由
で
あ
り
権
利
に
お
い
て
平
等
で

あ
る
﹂
こ
と
を
定
め
た
人
権
宣
言

が
発
布
さ
れ
、
主
権
は
国
王
で
は

な
く
国
民
に
あ
る
こ
と
を
宣
言
し

ま
し
た
。

基
本
的
人
権
の
尊
重
と
は
？

人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持

つ
権
利
﹁
人
権
﹂
を
尊
重
す
る
こ

と
で
す
。
日
本
で
は
、
日
本
国
憲

法
の
中
で﹁
基
本
的
人
権
の
尊
重
﹂

に
つ
い
て
明
文
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
日
本
国
憲
法
第
11
条
で
、
基
本

的
人
権
を
﹁
侵
す
こ
と
の
で
き
な

い
永
久
の
権
利
﹂
と
し
て
、
す
べ

て
の
国
民
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を

宣
言
し
、
第
25
条
で
は
﹁
す
べ
て

国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す

る
﹂
と
示
し
、
生
存
権
を
保
障
し

て
い
ま
す
。

人
権
に
関
す
る
住
民
意
識
調
査

　
昨
年
に
行
っ
た
﹁
広
川
町
人
権

問
題
に
関
す
る
意
識
調
査
﹂
に
よ

る
と
、
住
民
の
約
4
割
が
人
権
侵

害
を
経
験
し
て
お
り
、
す
べ
て
の

人
の
基
本
的
人
権
が
守
ら
れ
て
い

る
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
こ
の
結
果
を
受
け
、
誰

も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
の

実
現
を
目
指
し
、
人
権
に
関
す
る

啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　
一
人
ひ
と
り
が
人
権
に
関
す
る

知
識
や
理
解
を
深
め
、
行
動
を
起

こ
す
こ
と
が
問
題
の
解
決
に
つ
な

が
り
ま
す
。
差
別
の
な
い
広
川
町

の
実
現
に
向
け
て
、
改
め
て
人
権

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？




